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《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、PCI 実施時においてサーモダイリューション用カテーテル

を使用した場合、右心カテーテル手技料の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 PCIの際、急性心筋梗塞における心原性ショック、右室梗塞、重症心不

全等に対してサーモダイリューション用カテーテルが認められる場合で

あっても、K548 経皮的冠動脈形成術等の「注」の規定により D206「右

心カテーテル」については手術に伴う検査として算定は認められないと整

理した。 

 

 


